
各支給認定保護者の皆様

鎮西学院幼稚園

鎮西学院幼稚園に係る各支給認定子どもの公定価格の額（令和４年度） 単位：円

標準時間認定 短時間認定 標準時間認定 短時間認定 標準時間認定 短時間認定 標準時間認定 短時間認定

4月 0 0 0 0 0 0 0 0 64,712 64,712 48,502
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 60,152 60,152 43,942
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 109,182 60,112 43,902
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 109,182 60,112 43,902
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 109,182 60,112 43,902
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 109,152 60,082 43,872
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 110,532 61,462 45,252
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 61,412 61,412 45,202
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 61,392 61,392 45,182
1月 0 0 0 0 0 0 0 0 61,332 61,332 45,122
2月 0 0 0 0 0 0 0 0 61,332 61,332 45,122
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 64,212 64,212 48,002

※月の途中に入退所した子どもについては、在籍日数に応じた日割計算を行うことにより、公定価格の額を算出する必要があります。

令和４年度における施設型給付費等の額に係る法定代理受領の通知について

　令和４年度、本園が代理受領した施設型給付費の額は、各支給認定保護者について、以下の表に記載の本園に係る各支給認定子どもの公定価格の額から、各支給認
定保護者に係る利用者負担額を減じた額となります。具体の額をお知りになりたい場合は、お手数ですが、個別にお問い合わせいただければと思います。

・子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）に基づく施設型給付費等については、支給認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に学校
教育・保育に要する費用に充てるため、市町村から本園に対して直接支払いが行われています（この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます）。

・「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」（平成２６年内閣府令３９号）第１４条第１項（第５０条において準用する場合を含む。）により、特定
教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費等の額について、支給認定保護者に通知しなければならないこととなっているため、このたび、令和４年度の実績を
御報告するものです。（あくまで、実績を御報告するものであり、これにより、追加給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません）
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